
　

佐
賀
県
特
別
会
計
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

佐
賀
県
就
農
支
援
資
金
特
別
会
計　

佐
賀
県
就
農
支
援
資
金
貸
付
事
業

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

農
業
経
営
に
関
す
る
金
融
上
の
措
置
の
改
善
の
た
め
の
農
業
改
良
資
金
助
成
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
農
業
改
良
資
金
の
償
還
金
に
関
す
る
経
理
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
佐
賀
県
特

別
会
計
設
置
条
例 

（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。） 

本
則
第
三
号
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
佐
賀
県
就
農
支
援
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
融
資
機
関
に
対
す
る
貸
付
金
の
償
還
金
に
関
す
る
経
理
は
、
改
正
後
の
条
例

本
則
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
佐
賀
県
就
農
支
援
資
金
特
別
会
計
に
お
い
て
行
う

も
の
と
す
る
。

　
　
　

　

　

佐
賀
県
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
七
日

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

 
◎
佐
賀
県
条
例
第
五
号

 　
　
　

佐
賀
県
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

1



　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

参
考
資
料

　

地
方
自
治
法 

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
を
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業

を
行
う
た
め
に
設
置
す
る
。

　

一
・
二　

略

三　

佐
賀
県
就
農
支
援
資
金
特
別
会
計　

佐
賀
県

就
農
支
援
資
金
貸
付
事
業

　

四
～
十
五　

略

　

地
方
自
治
法 

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
特
別
会
計
を
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業

を
行
う
た
め
に
設
置
す
る
。

　

一
・
二　

略

三　

佐
賀
県
農
業
改
良
資
金
特
別
会
計　

佐
賀
県

農
業
改
良
資
金
貸
付
事
業

　

四
～
十
五　

略

2

佐
賀
県
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
係
る
新
旧
対
照
表

改　
　
　

正　
　
　

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改　
　
　

正　
　
　

前




